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今
月
のA

lert 

◉
排
外
主
義
・
植
民
地
主
義
と
の
対
決
を
！  

反
天
皇
制
運
動
の
射
程
に
つ
い
て

─
＊
２

反
天
ジ
ャ
ー
ナ
ル 

◉ 

─
よ
こ
や
ま 
み
ち
ふ
み
、
映
女
、
詠
人
不
知
＊
3

状
況
批
評 

◉ 

「
反
日
」
で
何
が
悪
い
、
を
前
提
に
し
な
が
ら

─
松
井
隆
志
＊
４

書
評 

◉ 

『
検
証
「
戦
後
民
主
主
義
」　

わ
た
し
た
ち
は
な
ぜ
戦
争
責
任
問
題
を
解
決
で
き
な
い
の
か
』

─
田
浪
亜
央
江
＊
6

太
田
昌
国
の
み
た
び
夢
は
夜
ひ
ら
く
〈
１
１
１
〉 

　
　

◉ 

「
二
〇
〇
二
年
拉
致
問
題
→
二
〇
一
九
年
徴
用
工
問
題
」
を
貫
く
変
わ
ら
ぬ
風
景─

太
田
昌
国
＊
7

マ
ス
コ
ミ
じ
か
け
の
天
皇
制
〈
38
〉
◉ 

ア
キ
ヒ
ト
天
皇
の
「
平
和
」
を
継
承
し
た
「
国
際
派
」
天
皇
の

　
　

あ
り
が
た
い
「
勅
語
」
だ
と
さ
！

　
　

─〈
壊
憲
天
皇
制
・
象
徴
天
皇
教
国
家
〉
批
判 
そ
の
４

─
天
野
恵
一
＊
8

野
次
馬
日
誌
＊
9　

集
会
の
真
相
＊
10　

学
習
会
報
告
＊
11　

反
天
日
誌
＊
12　

集
会
情
報
＊
12

　初代宮内庁長官の田島道治による昭和天皇「拝謁記」がＮ
ＨＫをはじめとするメディアによって取り上げられ、話題と
なっている。「昭和天皇実録」では「田島道治日記」しか記さ
れておらず、この「拝謁記」じたいの全公開が必要なのは当
然のことだが、これら報道において中心的なテーマとなって
いるのは、裕仁が「戦争への悔恨」をもち、サンフランシス
コ条約発効後の五二年五月三日の「独立記念」式典において
これを「披露」してみせようとしたが、「臣茂」こと吉田茂ら
の政府によりその一節が削除された、ということだ。その理
由は開戦の「責任」を問われかねないから、というのである。
報道の多くは裕仁があたかも自身の「責任」を感じていたか
のような主旨でまとめられている。
　しかしそれは虚構に満ちている。このとき同時に日米安保
条約が発効し、五月一日には皇居前広場において再軍備反対
運動を抑圧する「血のメーデー」の大弾圧があった。むしろ
いまこそ問うべきことは、この時期もそののちも、天皇の責
任を明確にすることが全きタブーとなっているということだ。
裕仁自身も七五年一〇月三一日の記者会見でその責任につい
て問われ「そういう言葉のアヤについては、私はそういう文
学方面はあまり研究もしていないのでよく分かりません」と
した。「上皇」明仁も歴代天皇の戦争責任について語らず、だ
から徳仁もこれについて語ることはないだろう。
　侵略責任や戦争責任をはじめとした歴史問題について、天
皇による謝罪を求めるという発言や要求については、天皇や
その国家により生命や人権を蹂躙された人々においては当然
であるし、また「戦後」の歴史を生きる私たちにおいても、
まさに当然のことだ。しかし、天皇が「責任」をクチに出し「謝
罪」の「おことば」を発したとしても、それをありがたく「賜る」
ことがありえないのも、同じくまさに当然のことだ。歴史へ
の責任をとるということは、これらの歴史をうけつぎ、批判
するべきところを批判し続けることをおいてない。だから私
たちは、天皇制をなくすことをこそ自らの責任として認識し
ているのだ。	 （蝙蝠）
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こ
の
社
会
を
覆
う
韓
国
に
対
す
る
排
外
主
義
煽
動

が
止
ま
ら
な
い
。
河
野
外
相
は
八
月
二
七
日
の
定
例

記
者
会
見
で
、「
も
し
韓
国
が
歴
史
を
書
き
換
え
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
韓

国
側
は
理
解
す
べ
き
だ
」
と
述
べ
た
。

　

い
っ
た
い
誰
が
歴
史
の
事
実
を
書
き
換
え
て
き
た

の
か
。
奴
隷
的
か
つ
不
正
な
強
制
動
員
労
働
の
被
害

事
実
を
否
定
し
、
歴
史
修
正
主
義
を
ふ
り
ま
い
て
植

民
地
支
配
の
現
実
や
被
害
当
事
者
の
声
を
封
じ
込
め
、

か
た
く
な
な
態
度
を
崩
さ
ず
、「
歴
史
を
書
き
換
え
」

て
挑
発
的
に
相
手
に
対
し
続
け
て
き
た
の
は
日
本
の

ほ
う
で
は
な
い
か
。
日
本
と
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
を

語
る
上
で
は
、
ま
ず
も
っ
て
日
本
が
不
法
な
植
民
地

化
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
か
ら
出
発
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
日
本
は
、
韓
国
併
合

は
「
有
効
に
結
ば
れ
た
」
と
す
る
「
植
民
地
支
配
合

法
論
」
の
立
場
を
取
り
続
け
る
。
河
野
は
以
前
に
も

駐
日
韓
国
大
使
を
呼
び
つ
け
、
大
使
の
発
言
を
さ
え

ぎ
っ
て
「
極
め
て
無
礼
だ
」
と
語
気
強
く
述
べ
た
。

宗
主
国
意
識
ま
る
だ
し
の
「
無
礼
」
な
態
度
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

翌
二
八
日
の
毎
日
新
聞
に
は
「
反
天
連
の
住
所
」

を
め
ぐ
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
見
出
し
は
「
杉
田

議
員
『
独
善
』
に
波
紋　

反
天
皇
制
団
体
の
住
所
誤

ツ
イ
ー
ト　
『
犯
罪
助
長
』
識
者
は
批
判
」。
お
わ
て

ん
ね
っ
と
も
共
催
団
体
の
一
つ
に
な
っ
て
行
わ
れ
る

横
浜
の
集
会
の
講
師
が
「
女
た
ち
の
戦
争
と
平
和
資

料
館
」（
Ｗ
Ａ
Ｍ
）
の
館
長
で
あ
り
、
Ｗ
Ａ
Ｍ
の
隣
の

ビ
ル
に
反
天
連
の
本
部
が
あ
る
、
住
所
は
同
じ
○
○

○
○
で
あ
る
と
、
自
民
党
の
杉
田
水
脈
衆
院
議
員
が

ツ
イ
ッ
タ
ー
に
投
稿
し
た
件
で
あ
る
。

　

こ
の
記
事
は
ネ
ッ
ト
で
先
行
配
信
さ
れ
て
い
た
も

の
だ
が
、「
反
天
連
の
本
部
」
が
Ｗ
Ａ
Ｍ
の
隣
に
あ
る

な
ど
と
い
う
の
が
事
実
に
反
す
る
こ
と
は
、
本
紙
の

読
者
に
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
事
実
誤
認
の
指
摘
に
留

ま
ら
ず
、
住
所
を
晒
す
行
為
が
権
力
者
に
よ
る
「
抗

議
活
動
へ
の
扇
動
」
と
な
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
点

で
は
、
筋
の
通
っ
た
記
事
だ
っ
た
。

　

こ
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
内
容
は
、
反
天
連
そ
れ
自
体

と
い
う
よ
り
も
、
明
ら
か
に
反
天
連
を
含
む
「
反
日

グ
ル
ー
プ
の
拠
点
」
で
あ
る
当
該
住
所
に
あ
る
Ｗ
Ａ

Ｍ
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
、
そ
れ
へ
の
何
ら
か
の
リ
ア

ク
シ
ョ
ン
を
期
待
す
る
「
犬
笛
」
で
あ
っ
た
こ
と
は

明
白
だ
ろ
う
。
議
員
落
選
中
の
杉
田
は
、
元
在
特
会

副
会
長
の
山
本
優
美
子
が
代
表
を
務
め
る
「
な
で
し

こ
ア
ク
シ
ョ
ン
」
な
ど
と
連
携
し
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

の
国
連
人
権
委
員
会
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
の
セ
ッ

シ
ョ
ン
前
ワ
ー
キ
ン
グ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
「
従
軍
慰

安
婦
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
り
、

ま
た
変
装
し
て
Ｗ
Ａ
Ｍ
に
潜
入
し
た
レ
ポ
ー
ト
を
産

経
新
聞
に
寄
せ
た
り
し
て
い
る
。
維
新
か
ら
自
民
に

鞍
替
え
し
て
再
び
国
会
議
員
と
な
っ
た
あ
と
も
、
国

会
の
場
で
Ｗ
Ａ
Ｍ
の
名
を
挙
げ
つ
つ
、「
過
去
と
未
来

の
日
本
国
と
日
本
国
民
の
名
誉
と
人
権
が
貶
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
憂
い
、
阻
止
を
試
み
る
こ
と
は
、
当

然
の
責
務
」な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
件
の
ツ
イ
ッ
タ
ー

も
ま
だ
削
除
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
対
談
本
で
少

女
像
の
「
爆
破
」
さ
え
口
に
し
、
Ｗ
Ａ
Ｍ
の
入
り
口

に
あ
る
姜
徳
景
さ
ん
の
「
責
任
者
を
処
罰
せ
よ
」
と

い
う
絵
画
を
槍
玉
に
あ
げ
る
。
ま
さ
に
、
あ
い
ち
ト

リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
「
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
」

を
開
催
中
止
に
追
い
込
ん
だ
政
治
的
暴
力
と
ま
っ
た

く
同
型
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
事
態
は
、
日
本
に
お
け
る
「
継

続
す
る
植
民
地
主
義
」
の
根
強
さ
と
そ
の
再
生
産
を

意
味
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
担
保
し
続
け
る
も
の
こ

そ
一
五
〇
年
に
わ
た
る
近
代
天
皇
制
の
継
続
で
あ
る

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
間
メ
デ
ィ
ア
を

騒
が
せ
た
田
島
道
治
の
「
拝
謁
記
」
は
、日
本
の
「
独

立
回
復
を
祝
う
」
式
典
に
お
け
る
「
お
こ
と
ば
」
に
、

戦
争
の
「
反
省
」
と
い
う
文
言
を
盛
り
込
も
う
と

強
く
願
い
続
け
た
ヒ
ロ
ヒ
ト
と
い
う
話
ば
か
り
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
が
、
反
共
の
立
場
か
ら
安
保

強
化
・
再
軍
備
の
方
向
を
支
持
し
、
改
憲
を
口
に
す

る
ヒ
ロ
ヒ
ト
の
姿
も
ま
た
そ
こ
に
は
登
場
し
て
い
る
。

反
共
・
天
皇
制
護
持
の
立
場
か
ら
米
軍
の
駐
留
、
日

米
安
保
体
制
の
構
築
に
向
け
て
ヒ
ロ
ヒ
ト
が
積
極
的

に
動
き
続
け
た
事
実
は
以
前
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て

い
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
戦
後
日
本

お
よ
び
象
徴
天
皇
制
は
出
発
し
た
の
だ
。
一
九
六
五

年
の
「
日
韓
条
約
体
制
」
も
ま
た
、こ
の
よ
う
な
「
戦

後
」
の
産
物
で
あ
る
。
韓
国
の
被
害
当
事
者
に
よ
る

謝
罪
と
補
償
の
要
求
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
構
造
に

対
す
る
抗
議
で
も
あ
っ
た
。
韓
国
社
会
の
民
主
化
を

進
め
て
き
た
民
衆
の
力
が
、河
野
と
は
ま
っ
た
く
違
っ

た
意
味
で
「
歴
史
を
書
き
換
え
」
て
き
た
の
だ
。
だ

が
現
在
の
日
本
の
態
度
は
、
近
代
以
降
の
侵
略
と
植

民
地
支
配
の
歴
史
を
、
そ
れ
と
し
て
美
化
し
肯
定
す

る
だ
け
で
な
く
、
現
在
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
そ

の
構
造
を
今
後
も
維
持
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
の
強

い
宣
言
で
も
あ
る
。
反
天
皇
制
運
動
の
課
題
と
は
、

そ
う
い
う
歴
史
性
と
の
対
決
で
も
あ
る
こ
と
を
、
強

く
意
識
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。	

（
北
野
誉
）

排外主義・植民地主義との対決を！
反天皇制運動の射程について

今月の
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「
つ
な
が
り
」
よ
り
「
再
分
配
」
を

　　
「
ロ
ス
ト
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
」（
就
職
氷
河
期
世
代
）、

そ
れ
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
景
気
悪
化
を
理
由
に
「
社
会
」

か
ら
見
切
ら
れ
た
「
若
者
た
ち
」
の
総
称
で
あ
る
。
安
倍

政
権
は
、こ
の
「
就
職
氷
河
期
世
代
」
に
対
し
、新
た
に
「
人

生
再
設
計
第
一
世
代
」
と
名
称
を
変
更
し
、
こ
の
夏
か
ら

約
３
年
間
を
か
け
て
集
中
的
な
支
援
を
行
う
こ
と
を
決
め

た
。
中
途
採
用
等
支
援
助
成
金
の
要
件
緩
和
な
ど
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
就
職
の
機
会
」を
と
お
し
て「
社

会
」
に
包
摂
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

　

し
か
し
、い
ま
や
「
40
代
前
後
」
の
「
新
人
」
を
「
社
会
」

が
欲
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
新
卒
一
括
採
用
制
度
に
乗
れ

な
か
っ
た
も
の
を
救
う
手
立
て
や
ア
イ
デ
ア
を
、こ
の
「
社

会
」
が
持
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
だ
か
ら
、
か
つ
て
、

「『
丸
山
眞
男
』
を
ひ
っ
ぱ
た
き
た
い
─
31
歳
フ
リ
ー
タ
ー
。

希
望
は
、
戦
争
」
で
注
目
を
浴
び
た
赤
木
智
弘
は
、
そ
の

欺
瞞
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
「
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
に
つ
な
が
り

は
い
ら
な
い
」
と
喝
破
す
る
。
そ
し
て
、「
社
会
」
と
つ

な
が
ら
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
「
社
会
」
を
要
求
す
る
。

曰
く
、「
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
国
や
行
政
が
生
存
権
の
下
に

行
う
支
援
と
い
う
の
は
、
結
局
は
お
金
を
分
配
す
る
こ
と

で
し
か
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
」。
こ
の
要
求
に
対
し
、

「
社
会
」
は
10
年
前
と
同
じ
く
「
自
己
責
任
論
」
で
応
答

す
る
の
だ
ろ
う
か
。	

（
よ
こ
や
ま　

み
ち
ふ
み
）

ト
モ
ダ
チ
作
戦
：
日
本
再
占
領
作
戦

　

ラ
ジ
オ
を
聴
い
て
い
た
ら
、
沖
縄
に
い
る
米
海
兵
隊
の
本

当
の
目
的
は
、
日
本
を
占
領
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
あ
る
経

済
評
論
家
が
話
し
て
い
ま
し
た
。
彼
の
発
言
は
衝
撃
的
で
も

あ
る
け
れ
ど
、
な
ん
と
な
く
そ
う
な
の
か
な
あ
、
と
納
得
し

た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

　

と
い
う
の
も
、同
じ
よ
う
な
話
を
雑
誌「
世
界
」（
２
０
１
９

年
６
月
号
）
の
寺
島
実
郎
論
文
で
読
ん
だ
か
ら
で
す
。
寺
島

さ
ん
が
連
載
し
て
い
る
「
能
力
の
レ
ッ
ス
ン
特
別
編
」
で

２
０
１
１
年
３
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
東
京
電
力

福
島
第
一
原
発
の
爆
発
事
故
に
触
れ
、「
フ
ク
シ
マ
原
発
の

メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
は
、
ま
さ
に
戦
後
日
本
の
基
盤
を
根
底
か
ら

突
き
崩
す
出
来
事
だ
っ
た
」
と
正
直
に
感
想
を
述
べ
て
い
ま

す
。「
フ
ク
シ
マ
は
二
重
の
意
味
に
お
い
て
、
日
本
人
に
戦

後
日
本
の
虚
構
性
を
突
き
付
け
た
。
一
つ
は
、
日
本
に
は
メ

ル
ト
ダ
ウ
ン
し
た
格
納
容
器
を
収
束
さ
せ
る
能
力
は
な
い
と

い
う
現
実
で
あ
り
、
あ
の
愁
嘆
場
の
中
で
『
米
軍
に
よ
る
日

本
再
占
領
』
が
検
討
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
」。

　

そ
う
い
え
ば
、
事
故
に
茫
然
自
失
の
日
本
人
を
助
け
る
と

い
う
「
ト
モ
ダ
チ
作
戦
」
を
米
軍
は
展
開
、福
島
原
発
が
次
々

と
爆
発
し
て
い
た
最
中
、福
島
沖
に
空
母
「
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー

ガ
ン
」
を
派
遣
、
爆
発
し
た
原
子
炉
か
ら
噴
出
し
た
放
射
性

物
質
を
も
ろ
に
浴
び
ま
し
た
。
多
く
の
乗
組
員
は
被
曝
し
、

そ
の
放
射
線
障
害
に
い
ま
も
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
何
と
い
う

皮
肉
！	

（
映
女
）

靖
国
抗
議
見
せ
し
め
弾
圧
の
な
か
で

　
　

は
れ
ば
れ
と
し
な
い
ま
ま
出
る
日
を
待
つ
／
は
れ
ば

れ
と
し
な
い
ま
ま
帰
る
日
を
待
つ
／
そ
し
て
は
れ
ば
れ
と

し
な
い
ま
ま
出
て
帰
る
日
が
来
る
／
一
〇
ヶ
月
目
の
そ
の

日
を
迎
え
る
／
し
か
し
そ
れ
に
し
た
っ
て
、
は
れ
ば
れ
と

し
な
い
ま
ま
に
し
ろ
、
出
て
帰
る
日
が
待
ち
遠
し
い

　
　

そ
れ
は
そ
の
と
お
り
だ
け
ど
、
い
っ
ぽ
う
で
、
悶
々

と
し
な
が
ら
、
晴
れ
晴
れ
と
し
た
気
分
が
ど
う
い
う
も
の

だ
っ
た
の
か
思
い
出
そ
う
と
す
る
／
思
い
出
せ
な
い
そ
の

気
分
を
手
探
り
し
て
い
る
と
怒
り
の
気
分
に
乗
っ
取
ら
れ

て
い
く
／
も
ん
も
ん
と
怒
り
の
気
分
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て

い
く
／
こ
の
よ
う
な
ひ
ど
い
仕
打
ち
へ
の
怒
り
は
ど
う
し

た
ら
晴
れ
る
の
だ
ろ
う
か

　
　

晴
れ
晴
れ
と
す
る
た
め
に
本
を
読
み
、
詩
を
読
む
／

し
か
し
な
が
ら
ど
の
こ
と
ば
も
は
れ
ば
れ
と
出
て
帰
る
た

め
の
足
し
に
は
な
ら
な
い
／
い
っ
た
い
ど
う
し
て
く
れ
よ

う
か

　
　

晴
れ
晴
れ
と
し
た
気
分
で
出
て
帰
り
た
い
人
を
想
う

／
晴
れ
晴
れ
と
し
た
気
分
を
手
探
り
す
る
人
を
想
う
／

「
汚
れ
ち
ま
っ
た
悲
し
み
に
」
と
声
を
出
し
て
詠
む
人
を

想
う
／
悶
々
の
怒
り
に
苦
し
む
人
を
想
う

　
　

し
か
し
な
が
ら
、
い
く
ら
想
っ
て
も
何
の
足
し
に
も

な
ら
な
い
／
何
か
一
つ
で
も
、
小
さ
な
こ
と
で
も
、
な
し

て
み
て
、
こ
と
ば
に
す
る
こ
と
／
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
の
足

し
に
な
る
の
か
わ
か
ら
ぬ
ま
で
も
、
こ
の
社
会
の
良
心
と

正
義
を
求
め
て	

（
詠
人
不
知
）
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二
〇
一
九
年
八
月
の
出
来
事
と
し
て
、「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
２
０
１
９
」
の

件
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
れ
に
関
し
て
、
声
明
な
ど
を
含

め
て
既
に
多
く
の
言
葉
が
飛
び
交
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
事
実
関
係
の
詳
細
を
再
確
認

す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
議
論
さ
れ
て
い
る
内
容
を
交
通
整
理
し
よ
う
と
い
う
の
で
も

な
い
。
た
だ
、
提
起
さ
れ
た
議
論
の
中
に
感
じ
た
あ
る
種
の
傾
向
に
対
し
て
、
自
分
の

考
え
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
」
企
画
内
の
「
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
」
が
、
開

催
直
後
の
八
月
三
日
に
展
示
中
止
に
さ
れ
た
。
表
向
き
の
中
止
理
由
は
テ
ロ
予
告
な
ど

の
脅
迫
に
対
す
る
「
安
全
安
心
の
確
保
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
ガ
ソ
リ
ン
」

云
々
の
Ｆ
Ａ
Ｘ
を
送
信
し
た
人
物
は
逮
捕
さ
れ
、
展
示
再
開
を
求
め
る
声
明
も
多
く
出

さ
れ
た
が
、
八
月
末
現
在
「
中
止
」
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
表
現
の
不
自
由
展
」
の
タ
イ
ト
ル
通
り
、
こ
の
事
態
は
「
表
現
の
自
由
」
の
問
題

と
し
て
語
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
最
近
の
八
月
二
九
日
付
・
東
京
弁
護
士
会
の
「『
表
現

の
不
自
由
展
・
そ
の
後
』
展
示
中
止
を
受
け
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
攻
撃
に
抗
議
し
、

表
現
の
自
由
の
価
値
を
確
認
す
る
会
長
声
明
」
で
は
、「
テ
ロ
を
予
告
し
て
展
示
中
止

を
求
め
る
行
為
」
を
非
難
し
、「
表
現
行
為
が
脅
迫
に
屈
す
る
と
い
う
悪
し
き
前
例
が

模
倣
犯
を
生
ま
な
い
よ
う
」
に
、
展
示
再
開
を
「
期
待
」
し
て
い
る
。
ま
た
公
権
力
に

よ
る
介
入
を
「
表
現
活
動
に
多
大
な
委
縮
効
果
を
も
た
ら
す
」
と
批
判
す
る
。
こ
う
し

た
指
摘
は
全
く
そ
の
通
り
で
あ
り
、
声
明
の
主
張
自
体
に
異
論
は
な
い
。

　

た
だ
、
同
声
明
が
、「
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
観
る
人
に
よ
っ
て
、
好
悪
さ
ま
ざ
ま
な

感
情
を
抱
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
受
け
止
め
方
が
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
異
論
反
論
そ
の
他
主
張
し
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
合
法
的
な
表
現
行
為
に

よ
っ
て
対
抗
す
る
の
が
法
治
国
家
で
あ
り
民
主
主
義
社
会
で
あ
る
。」
と
前
置
き
で
語

る
と
き
、
そ
の
形
式
論
は
全
く
正
当
だ
と
考
え
な
が
ら
も
、
何
か
重
要
な
こ
と
が
言
い

残
さ
れ
た
印
象
が
残
る
。
こ
れ
は
、「
表
現
の
自
由
」
侵
害
を
批
判
す
る
他
の
議
論
や

声
明
に
対
し
て
も
（
そ
の
声
明
を
出
そ
う
と
し
た
努
力
に
敬
意
を
抱
き
つ
つ
）、
感
じ

た
こ
と
だ
。

　

今
回
、
脅
迫
と
「
政
治
介
入
」
の
標
的
に
さ
れ
た
の
は
、「
平
和
の
少
女
像
」
と
「
遠

近
を
抱
え
て
」
関
連
作
品
だ
。
前
者
は
「
慰
安
婦
」
問
題
が
テ
ー
マ
で
あ
り
、
後
者
は

昭
和
天
皇
・
裕
仁
を
「
素
材
」
と
し
て
使
う
（
そ
の
作
品
が
焼
却
さ
れ
る
シ
ー
ン
も
含

ま
れ
る
）。
誰
が
見
て
も
明
ら
か
に
、
戦
争
・
植
民
地
化
の
加
害
責
任
や
天
皇
制
が
扱

わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
激
し
く
タ
ブ
ー
視
さ
れ
「
表
現
の
不
自
由
」
を
こ
う
む
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、「
表
現
の
自
由
」
が
一
般
的
に
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
戦
争
責
任
・
天
皇
制
へ
の
批
評
的
（「
批
判
的
」
と
も
必
ず
し
も
言
え

な
い
）
言
及
の
権
利
が
暴
力
的
に
奪
わ
れ
た
の
だ
。

　

表
向
き
は
大
村
秀
章
・
愛
知
県
知
事
に
退
け
ら
れ
た
と
は
い
え
、
公
然
と
「
政
治
介

入
」
を
目
指
し
、
脅
迫
扇
動
役
を
務
め
た
の
が
河
村
た
か
し
・
名
古
屋
市
長
だ
。
八
月

二
日
に
展
示
中
止
を
申
し
入
れ
た
河
村
は
、
こ
れ
ら
の
展
示
を
「
日
本
国
民
の
心
を
踏

み
に
じ
る
行
為
」
と
非
難
し
た
。
中
止
決
定
直
後
の
八
月
五
日
の
市
長
定
例
記
者
会
見

の
質
疑
で
、
河
村
は
「
慰
安
婦
」
問
題
が
い
か
に
「
デ
マ
」
で
あ
る
か
を
力
説
し
、「
慰

安
婦
像
」（
と
河
村
は
呼
ぶ
）
展
示
を
「
国
益
を
害
す
る
行
為
」
だ
と
論
じ
た
。
い
わ
ば
、

昨
今
一
般
化
し
た
レ
ッ
テ
ル
で
言
え
ば
、「
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
」
は
「
反
日
」

だ
と
い
う
わ
け
だ
（
河
村
は
今
回
こ
の
用
語
を
使
っ
て
い
な
い
が
、
ネ
ッ
ト
を
見
れ
ば

「
反
日
」
だ
と
い
う
非
難
で
溢
れ
て
い
る
）。

　

吉
見
義
明
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
毎
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
版
八
月
一
五
日
付
）
の
見
出
し
が

言
う
よ
う
に
、「『
従
軍
慰
安
婦
は
デ
マ
』
と
い
う
デ
マ
」
が
中
止
要
請
の
主
要
な
根
拠

な
の
だ
。
そ
ん
な
歴
史
修
正
主
義
の
デ
タ
ラ
メ
で
「
反
日
」
非
難
を
す
る
と
い
う
な
ら
、

「
反
日
」
上
等
だ
と
思
い
た
い
。

　

と
は
い
え
、
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
で
は
、「
反
日
」
と
い
う
空
疎
な
レ
ッ
テ
ル
を

実
体
化
さ
せ
て
し
ま
う
。
一
方
で
、「
少
女
像
」
制
作
者
（
キ
ム
・
ソ
ギ
ョ
ン
と
キ
ム
・

「
反
日
」
で
何
が
悪
い
、
を
前
提
に
し
な
が
ら　

松
井
隆
志
（
大
学
教
員
）
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ウ
ン
ソ
ン
）
は
、
こ
の
作
品
の
主
題
は
「
反
日
」
で
は
な
く
「
共
感
」
な
の
だ
と
強
調

し
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
わ
か
る
が
、
こ
れ
も
「
反
日
」
が
そ
も
そ
も
何
か
を
問
わ
な

い
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
「
反
日
」
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
狙
わ
れ
る
の
は
日
本
の
加
害
責
任
追
及
と
天
皇
制
批
判

だ
。
こ
れ
は
歴
史
的
に
は
一
つ
な
が
り
の
問
題
だ
。
つ
ま
り
天
皇
が
一
切
の
戦
争
責
任

を
負
わ
ず
戦
後
に
生
き
の
び
た
こ
と
は
、
加
害
責
任
と
向
き
あ
う
べ
き
論
理
を
封
じ
、

過
去
の
失
敗
を
教
訓
化
す
る
こ
と
自
体
も
曖
昧
に
し
た
。
今
回
の
展
示
の
よ
う
に
明
示

的
に
そ
れ
ら
を
主
張
し
な
い
場
合
で
も
、
そ
こ
に
「
抵
触
」
す
る
表
現
は
暴
力
的
に
抑

圧
さ
れ
る
。

　
「
反
日
」
の
用
法
的
に
は
、
日
本
全
体
を
攻
撃
す
る
営
み
（
あ
る
い
は
勢
力
）
だ
と

い
う
被
害
妄
想
が
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
日
本
人
」
な
ら
ば
当
然
そ
ん
な
こ
と
は

し
な
い
、
す
る
の
は
「
非
国
民
」（
あ
る
い
は
実
際
に
「
異
民
族
」）
だ
と
い
う
前
提
が

置
か
れ
る
。
そ
ん
な
「
反
日
」
の
連
中
の
表
現
を
抑
圧
し
て
も
、そ
も
そ
も
そ
れ
は
「
表

現
の
自
由
」
の
範
囲
外
で
あ
り
、
問
題
は
な
い
こ
と
（
む
し
ろ
必
要
な
措
置
）
に
な
る
。

現
に
、
八
月
二
日
の
文
書
で
河
村
は
、
今
回
の
展
示
を
「
表
現
の
不
自
由
と
い
う
領
域

で
は
な
く
」
と
位
置
付
け
た
。
黒
岩
祐
治
・
神
奈
川
県
知
事
も
、
八
月
二
七
日
の
定
例

記
者
会
見
で
、「
表
現
の
自
由
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
」
と
展
示
内
容
を
批
判
的
に
語
っ

た
。
ち
な
み
に
黒
岩
も
、「
慰
安
婦
」
が
「
強
制
的
に
連
行
し
て
い
っ
た
」
と
い
う
話

が
「
韓
国
の
一
方
的
主
張
」
だ
と
、
歴
史
修
正
主
義
者
の
常
套
句
で
理
由
を
説
明
し
て

い
る
。

　
「
反
日
」
は
「
表
現
の
自
由
」
の
範
囲
外
と
い
う
解
釈
は
（
厳
密
に
言
う
と
、
黒
岩

は
展
示
が
「
明
確
な
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
「
芸
術
作
品
で
は
な
い
」
と
い
う
口
実
に
な
っ
た
と
し
て
も
、「
表
現
の
自
由
で

は
な
い
」
こ
と
に
は
な
り
得
な
い
）、「
神
社
非
宗
教
論
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
つ
ま

り
、「
信
教
の
自
由
」
は
大
切
だ
、
保
障
す
る
、
た
だ
し
天
皇
・
国
家
神
道
崇
敬
は
「
国

民
道
徳
」
だ
か
ら
、「
信
教
の
自
由
」
の
範
囲
外
と
な
る
。
同
様
に
、
天
皇
を
敬
う
こ

と
や
国
家
の
責
任
を
庇
う
こ
と
は
「
国
民
道
徳
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
あ
え
て
手
を
伸
ば

そ
う
と
す
る
も
の
は
「
表
現
の
自
由
」
の
外
へ
と
放
逐
さ
れ
る
。
冒
頭
で
東
京
弁
護
士

会
の
会
長
声
明
を
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、「
表
現
の
自
由
」
に
論
点
を
絞
っ
た
形
で
中

止
に
抗
議
す
る
声
明
や
議
論
が
い
く
つ
も
出
て
い
る
が
、
様
々
な
効
果
や
思
惑
を
踏
ま

え
て
出
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
、「
表
現
の
自
由
」
擁
護
の
形
式
論
は
、
日
本
社
会
に

お
い
て
は
、「
信
教
の
自
由
」と
同
じ
よ
う
な
危
う
さ
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
こ
れ
ら
の
権
利
保
障
は
一
層
重
要
だ
と
も
言
え
る
が
、
そ
れ
ら
を
真
に
守

る
た
め
に
は
、
抑
圧
が
歴
史
的
・
社
会
的
に
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
を
見
極
め
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
前
述
の
「
反
日
」
レ
ッ
テ
ル
に
対
し
て
は
、
論
理
の
飛
躍
を
一

つ
一
つ
指
摘
し
、
そ
の
実
在
自
体
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
て
な
い
ほ
ど

気
楽
に
「
反
日
」
の
語
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
、
定
義
も
説
明
も
ろ
く
に
な
い
ま
ま
、

「
あ
あ
、あ
れ
ね
」
と
簡
単
に
了
解
で
き
る
（
理
解
し
た
つ
も
り
に
な
れ
る
）
言
葉
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
の
「
非
国
民
」
と
同
じ
く
、「
反
日
」
と
言
え
ば
片
付
い
て
し

ま
う
の
だ
。

　

ま
ず
、
日
本
国
家
の
過
去
の
行
い
や
日
本
政
府
の
現
在
の
政
策
へ
の
批
判
は
、「
日

本
国
民
」
一
人
一
人
へ
の
批
判
を
意
味
し
な
い
。
国
家
と
個
人
は
別
だ
と
い
う
当
た
り

前
の
話
だ
が
、
多
く
の
場
合
、
今
な
お
そ
こ
か
ら
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に

あ
る
（
そ
も
そ
も
、
批
判
と
存
在
否
定
は
別
物
だ
と
い
う
点
か
ら
も
、
認
識
の
共
有
が

必
要
だ
）。
そ
し
て
過
去
で
あ
れ
現
在
で
あ
れ
、
過
ち
と
向
き
あ
い
そ
れ
を
批
判
す
る

営
み
は
、
将
来
の
過
ち
を
避
け
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
だ
。
天
皇
制
の
存

続
と
い
う
事
態
も
、
そ
の
文
脈
の
中
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、「『
反
日
』
は
本
来
の
日
本
で
は
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
い
る

べ
き
で
な
い
連
中
に
は
何
を
仕
掛
け
て
も
構
わ
な
い
」
と
い
う
論
理
も
、
広
ま
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
人
権
や
法
令
の
「
例
外
」
解
釈
は
、
も
ち
ろ
ん
、
物

理
的
暴
力
を
容
易
に
招
き
入
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
論
理
に
も
楔
を
打
ち
込
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
と
め
よ
う
。
今
回
の
「
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
」
に
対
し
て
、
歴
史
修
正
主

義
と
「
不
敬
罪
」
意
識
に
基
づ
く
デ
タ
ラ
メ
な
根
拠
か
ら
非
難
が
行
わ
れ
て
き
た
。「
表

現
の
自
由
」
と
い
う
形
式
論
に
入
る
前
に
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
同
時
に
、
こ
の
こ

と
の
不
当
性
や
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
が
共
有
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
思
う
。「『
反
日
』

は
人
権
保
障
の
例
外
に
し
て
構
わ
な
い
」
と
い
う
暴
力
す
ら
正
当
化
す
る
攻
撃
に
対
し

て
、
か
れ
ら
の
妄
想
を
（
少
な
く
て
も
そ
れ
へ
の
世
論
の
支
持
を
）
解
体
す
る
こ
と
が

必
要
だ
。「『
反
日
』
で
何
が
悪
い
か
」
と
突
き
付
け
な
が
ら
、
し
か
し
、
か
れ
ら
の
考

え
る
「
反
日
」
概
念
を
無
効
に
し
て
い
く
と
い
う
、
非
常
に
手
間
の
か
か
る
作
業
が
重

要
と
な
る
の
だ
ろ
う
。
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攻
撃
対
象
の
市
民
を
非
人
間
化
し
、〈
無
差
別
〉
攻
撃
・

大
量
虐
殺
を
問
題
だ
と
さ
え
捉
え
な
い
〈
差
別
〉
意
識

の
上
に
発
展
し
た
「
空
爆
」
の
歴
史
を
テ
ー
マ
と
す
る

『
空
の
戦
争
史
』
か
ら
11
年
。「
日
本
空
爆
と
原
爆
投
下
」

を
終
章
に
お
い
た
前
著
の
末
尾
で
田
中
は
、「
原
爆
投
下

に
よ
る
終
戦
」
と
い
う
米
国
の
神
話
が
、
天
皇
を
は
じ

め
と
す
る
戦
争
指
導
者
の
戦
争
責
任
を
隠
ぺ
い
す
る
手

段
と
し
て
、
日
本
側
に
も
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

い
た
。
こ
の
、
空
爆
を
テ
ー
マ
に
し
た
新
書
の
射
程
と

し
て
は
ギ
リ
ギ
リ
の
は
ず
だ
っ
た
言
及
内
容
を
引
き
継

い
だ
の
が
、
本
書
の
１
章
か
ら
３
章
前
半
だ
と
評
者
は

捉
え
た
。

　

当
初
こ
そ
工
業
地
帯
を
狙
う
「
精
密
爆
撃
」
の
体
裁

を
と
っ
た
米
国
の
空
爆
は
、
効
果
向
上
の
た
め
に
日
本

全
土
へ
の
無
差
別
爆
撃
へ
と
変
更
さ
れ
、
戦
争
末
期
の

東
京
空
襲
で
は
約
10
万
人
の
市
民
が
ナ
パ
ー
ム
弾
で
焼

き
殺
さ
れ
た
。
次
第
に
強
化
さ
れ
、
日
本
全
土
で
約

４
０
０
カ
所
に
及
ん
だ
米
軍
の
空
爆
に
よ
る
無
差
別
大

量
殺
戮
の
帰
結
が
原
爆
だ
っ
た
。
対
す
る
日
本
の
「
防

空
体
制
」
は
、
焼
夷
弾
降
り
注
ぐ
な
か
避
難
を
許
さ
ず

「
玉
砕
」
を
強
い
る
も
の
で
、
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
国

家
の
「
棄
民
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
体
現
し
て
い
た
。
本

書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
た
疑
問
に
答
え
る
に
は
、

日
本
の
戦
争
責
任
意
識
の
欠
如
を
繰
り
返
し
指
摘
す
る

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
米
国
に
よ
る

加
害
行
為
を
日
本
の
側
の
「
自
国
民
犠
牲
化
構
造
」
と

セ
ッ
ト
で
考
察
す
る
こ
と
で
、
日
米
両
国
の
責
任
の
全

体
像
が
示
さ
れ
る
と
田
中
は
述
べ
る
（
１
章
）。

　

次
に
、
国
体
護
持
に
こ
だ
わ
り
戦
争
終
結
を
遅
ら
せ

た
こ
と
で
原
爆
に
よ
る
大
量
殺
戮
を
招
い
た
天
皇
の
「
招

爆
責
任
」（
岩
松
繁
俊
）
に
加
え
て
、
戦
後
処
理
に
お
い

て
ソ
連
を
牽
制
す
る
カ
ー
ド
と
す
る
た
め
に
原
爆
使
用

を
意
図
し
、
日
本
の
降
伏
の
引
き
延
ば
し
を
図
っ
た
米

国
の
責
任
に
つ
い
て
「
招
爆
画
策
責
任
」
と
い
う
概
念

が
導
入
さ
れ
る
。
米
国
に
よ
る
原
爆
使
用
と
い
う
「
人

道
に
対
す
る
罪
」
に
加
え
、
原
爆
に
関
し
て
日
米
は
、

意
図
せ
ず
し
て
共
犯
関
係
を
作
り
上
げ
た
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
広
島
と
長
崎
が
原
爆
を
受
け
た
後
で
さ
え
、

天
皇
の
関
心
は
ソ
連
軍
の
動
き
と
国
体
護
持
に
し
か
な

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
皇
は
「
終
戦
の
詔
勅
」

で
原
爆
を
降
伏
の
決
定
的
な
要
因
と
し
て
強
調
し
、
自

ら
の
「
招
爆
責
任
」
を
隠
蔽
し
た
。
つ
ま
り
原
爆
を
利

用
し
そ
の
正
当
化
を
行
っ
た
の
は
米
国
だ
け
で
な
く
、

日
米
両
国
が
「
原
爆
衝
撃
効
果
」
を
政
治
的
に
利
用
し
、

互
い
の
政
治
的
利
用
方
法
を
暗
黙
の
う
ち
に
受
け
入
れ

た
の
で
あ
る
（
２
章
）。

　

こ
の
「
日
米
共
同
謀
議
」
の
隠
蔽
は
、「
平
和
憲
法
」

に
お
い
て
完
成
し
た
。
裕
仁
の
象
徴
権
威
を
維
持
す
る

と
い
う
日
本
の
意
向
と
、
そ
れ
を
日
本
占
領
支
配
に
利

用
す
る
と
い
う
米
国
の
思
惑
が
一
致
す
る
な
か
、
裕
仁

を
免
責
し
天
皇
制
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
９
条
「
戦
争

放
棄
条
項
」
が
導
入
さ
れ
る
。
憲
法
も
「
日
米
合
作
」

の
産
物
で
あ
り
、
裕
仁
と
天
皇
制
は
救
出
さ
れ
、
そ
の

戦
争
犯
罪
責
任
は
隠
蔽
さ
れ
た
（
３
章
）。

　

日
米
そ
れ
ぞ
れ
の
加
害
の
実
態
や
、
前
述
の
「
招
爆

責
任
」
を
含
め
「
戦
争
責
任
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
数

多
い
が
、「
日
米
合
作
」
ま
た
は
「
共
同
謀
議
」
の
経
緯
が
、

こ
れ
ほ
ど
ま
と
め
て
書
か
れ
た
著
作
は
他
に
あ
る
ま
い
。

以
上
は
本
書
の
前
半
部
の
み
の
概
略
だ
が
、
長
年
英
語

圏
で
研
究
を
行
い
、
広
島
を
中
心
に
日
本
の
市
民
運
動

の
な
か
で
自
身
の
議
論
を
鍛
え
て
き
た
著
者
な
ら
で
は

の
成
果
と
し
て
は
、
こ
こ
ま
で
が
中
心
的
な
部
分
だ
と

思
う
。
し
か
し
憲
法
９
条
の
も
つ
国
家
原
理
否
定
の
論

理
に
注
目
し
た
３
章
の
後
半
部
分
や
、
天
皇
の
戦
争
責

任
の
追
及
の
試
み
を
「
天
皇
人
間
化
」
と
い
う
側
面
か

ら
切
り
取
っ
た
４
章
も
、
評
者
に
は
ひ
じ
ょ
う
に
勉
強

に
な
っ
た
。

　
「
原
爆
衝
撃
効
果
」
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
説
明
を
要
す

る
だ
ろ
う
。
情
報
メ
デ
ィ
ア
を
駆
使
し
た
恐
怖
の
誘
導

や
、
情
報
網
の
遮
断
に
よ
る
心
理
戦
な
ど
が
展
開
さ
れ

た
イ
ラ
ク
戦
争
時
の
「
衝
撃
と
畏
怖
」
作
戦
の
イ
メ
ー

ジ
で
捉
え
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
日
本
の
降
伏
当
時
、

例
え
ば
焦
土
と
な
っ
た
東
京
の
人
々
に
と
っ
て
、
原
爆

の
衝
撃
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

原
爆
の
被
害
を
受
け
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で

の
「
自
国
民
犠
牲
化
構
造
」、
例
え
ば
建
物
疎
開
で
自
宅

の
破
壊
を
強
い
ら
れ
た
り
、
動
員
さ
れ
て
疲
労
を
蓄
積

さ
せ
て
い
た
生
活
と
の
関
り
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し

て
み
る
と
、
１
章
と
２
章
に
分
か
れ
て
い
る
議
論
を
再

度
つ
な
げ
て
読
み
直
し
、
議
論
し
て
み
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

『
検
証
「
戦
後
民
主
主
義
」
わ
た
し
た
ち
は
な
ぜ
戦
争
責
任
問
題
を
解
決
で
き
な
い
の
か
』
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「
慰
安
婦
問
題
」
に
関
わ
る
朝
日
新
聞
の
過
去
の
報
道
を

め
ぐ
っ
て
、
不
当
極
ま
り
な
い
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
繰
り
広
げ

ら
れ
た
直
後
の
二
〇
一
五
年
、私
は『「
外
圧
に
抗
す
る
快
感
」

を
生
き
る
社
会
』
と
い
う
文
章
を
書
い
た
【
そ
れ
は
『〈
脱
・

国
家
〉
状
況
論
』（
現
代
企
画
室
、
二
〇
一
五
年
）
に
収
録

し
て
あ
る
。】

　

新
た
な
視
点
を
加
え
て
、
再
論
し
た
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
国

家
は
も
ち
ろ
ん
自
称
「
革
命
国
家
」
も
、
国
家
の
名
に
お
い

て
積
み
重
ね
た
悪
行
と
愚
行
ゆ
え
に
、
人
び
と
の
心
が
「
国

家
」
か
ら
離
れ
始
め
た
時
期
を
一
九
六
〇
年
代
後
半
と
措
定

し
て
み
る
。
そ
の
根
拠
を
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
、
パ
リ
五

月
革
命
、
プ
ラ
ハ
の
春
、
全
共
闘
運
動
、
カ
ウ
ン
タ
ー
・
カ

ル
チ
ャ
ー
な
ど
が
孕
ん
で
い
た
思
想
的
可
能
性
に
求
め
る
。

ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
は
世
界
に
広
く
浸
透
し
た
そ
の
心
情
を
捉

え
て
、「
国
な
ん
て
も
の
が
な
い
と
想
像
し
て
み
よ
う
。
そ

れ
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
殺
し
た
り
死
ん

だ
り
す
る
よ
う
な
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
」
と
い
う
言

葉
に
形
象
化
し
て
「
イ
マ
ジ
ン
」
を
創
っ
た
。
一
九
七
一
年

の
こ
と
だ
っ
た
。

　

強
権
的
な
「
国
家
」
の
限
界
を
見
極
め
た
人
び
と
の
間
か

ら
新
た
な
動
き
が
始
ま
っ
た
の
は
、
こ
の
時
期
と
重
な
っ
て

い
る
。
城
内
秩
序
の
確
立
の
た
め
に
「
国
民
」
に
強
制
力
を

働
か
せ
が
ち
な
個
別
国
家
の
枠
組
み
の
中
で
は
解
決
が
不
可

能
な
問
題
に
関
し
て
、
国
際
条
約
や
規
約
に
よ
っ
て
枷
を
嵌

め
る
動
き
が
具
体
化
し
始
め
た
の
だ
。「
国
際
人
権
規
約
」

の
「
政
治
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規

約
（
Ａ
規
約
）」
や
「
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る

規
約
（
Ｂ
規
約
）」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
（
一
九
六
七
年
発

効
。
日
本
も
批
准
）。
そ
の
後
も
、
女
性
、
子
ど
も
、
障
碍

者
、
先
住
民
族
、
拷
問
禁
止
・
死
刑
廃
止
な
ど
従
来
の
〈
弱

い
〉
存
在
の
権
利
を
確
立
す
る
た
め
の
国
際
条
約
が
成
立
し

て
い
る
。

　

一
九
九
一
年
、
ソ
連
邦
が
崩
壊
し
た
。
今
度
は
「
国
家
」

の
儚
さ
が
、
人
び
と
の
胸
に
染
み
渡
っ
た
。
同
時
に
、
東
西

冷
戦
と
い
う
戦
後
構
造
に
よ
っ
て
蓋
を
さ
れ
て
き
た
、
つ
ま

り
、
地
下
に
封
印
さ
れ
て
き
た
諸
矛
盾
が
吹
き
上
が
っ
た
。

植
民
地
支
配
・
奴
隷
制
度
・
人
種
差
別
主
義
・
侵
略
戦
争
な
ど
、

強
大
な
国
家
が
近
代
以
降
の
長
年
に
わ
た
っ
て
国
境
を
超
え

て
犯
し
て
き
た
国
家
犯
罪
に
対
し
て
、
被
害
地
域
の
個
人
が

抗
議
の
声
を
上
げ
始
め
た
の
で
あ
る
。
遅
す
ぎ
る
、確
か
に
。

　

だ
が
、権
力
装
置
と
し
て
圧
倒
的
な
優
位
に
立
つ
「
国
家
」

を
前
に
し
た
個
人
の
力
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
微
弱
だ
と
捉

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
先
に
触
れ
た
「
国
際
人
権
条

約
」
は
、
国
家
に
よ
る
人
権
侵
害
を
受
け
た
人
び
と
が
「
救

済
措
置
」
を
受
け
る
権
利
を
定
め
て
い
る
こ
と
、お
よ
び
「
戦

争
犯
罪
及
び
人
道
に
対
す
る
罪
に
対
す
る
時
効
不
適
用
に
関

「
二
〇
〇
二
年
拉
致
問
題
→
二
〇
一
九
年
徴
用
工
問
題
」
を
貫
く
変
わ
ら
ぬ
風
景

す
る
条
約
」（
一
九
七
〇
年
発
効
。
日
本
は
未
批
准
）
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
二
〇
〇
一
年
に
は
「
人

種
主
義
、
人
種
差
別
、
排
外
主
義
、
お
よ
び
関
連
す
る
不
寛

容
に
反
対
す
る
世
界
会
議
」
が
、
長
年
続
い
た
ア
パ
ル
ト
ヘ

イ
ト
（
人
種
隔
離
体
制
）
を
廃
絶
し
て
間
も
な
い
南
ア
フ
リ

カ
の
ダ
ー
バ
ン
市
で
開
か
れ
た
。
旧
加
害
者
側
と
被
害
者
側

の
合
意
が
簡
単
に
得
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
が
、
歴
史
を
捉
え

返
す
作
業
は
、
二
一
世
紀
を
迎
え
て
こ
こ
ま
で
来
て
い
る
の

で
あ
る
。
植
民
地
支
配
の
責
任
を
全
面
的
に
と
っ
た
国
は
、

歴
史
的
先
行
者
の
欧
米
諸
国
で
も
一
つ
も
な
い
。
だ
が
、
被

害
国
と
加
害
国
と
の
あ
い
だ
で
、
個
別
に
は
「
謝
罪
・
補
償
」

が
成
立
し
て
い
る
実
例
が
あ
る
こ
と
は
本
欄
で
も
た
び
た

び
触
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
は
、
加
害
の
側
が
従
来
固
執
し
て

き
た
〈
遥
か
昔
の
こ
と
を
蒸
し
返
す
な
〉〈
植
民
地
主
義
は
、

か
つ
て
時
代
精
神
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
〉〈
現
在
の
価
値
基

準
で
過
去
を
裁
く
な
〉
な
ど
の
一
方
的
な
立
場
を
、〈
少
し

は
〉
改
め
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

徴
用
工
問
題
を
、
二
〇
世
紀
末
か
ら
二
一
世
紀
初
頭
に
か

け
て
の
こ
の
世
界
的
な
文
脈
の
中
に
お
い
て
み
る
。
こ
の
よ

う
な
価
値
観
と
歴
史
認
識
の
変
革
が
未
だ
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
一
九
六
五
年
に
成
立
し
た
二
国
間
条
約
を
盾
に
、
加

害
の
側
が
「
す
べ
て
解
決
済
み
」「
非
可
逆
的
な
解
決
方
法
」

と
言
い
募
る
の
は
、
理
に
適
っ
て
い
な
い
。
二
〇
〇
二
年
、

朝
鮮
国
の
拉
致
犯
罪
（
そ
れ
は
確
か
に
酷
い
も
の
で
あ
る
）

に
関
わ
っ
て
あ
の
一
方
的
で
排
外
主
義
的
な
情
報
操
作
を

許
し
た
私
た
ち
は
、
二
〇
一
九
年
の
い
ま
、
徴
用
工
問
題
を

め
ぐ
る
官
民
挙
げ
て
の
反
韓
国
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
直
面
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
繋
が
り
の
中
で
事
態
を
把
握
し
た
い
。

政
府
も
官
僚
も
メ
デ
ィ
ア
も
民
間
も
、
い
わ
ば
社
会
挙
げ
て

「
宗
主
国
」
意
識
を
払
拭
で
き
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
現
在

の
状
況
は
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

（
９
月
１
日
記
）

の

夢
は
夜
ひ
ら
く
111

み
た
び
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ナ
ル
ヒ
ト
天
皇
（
夫
妻
）
に
な
っ
て
か
ら
最
初
の
、
政

府
主
催
の
「
戦
没
者
追
悼
式
」
の
八
月
一
五
日
。
私
た

ち
は
「
天
皇
に
平
和
を
語
る
資
格
な
し

─
国
家
に
よ

る
『
慰
霊
・
追
悼
』
に
反
対
す
る
８
・
15
行
動
」〈
主
催
・

終
わ
り
に
し
よ
う
天
皇
制
！
「
代
替
わ
り
」
反
対
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
〉。
集
会
後
の
デ
モ
出
発
と
同
時
に
ド
シ
ャ
ブ
リ

の
雨
が
続
き
、
デ
モ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
あ
が
っ
た
。
私
た

ち
の
「
８
・
15
」
行
動
は
中
曽
根
首
相
・
靖
国
神
社
公
式

参
拝
の
時
（
一
九
八
五
年
）
が
ス
タ
ー
ト
だ
か
ら
、
戦
後

七
四
年
の
今
年
で
三
四
回
目
だ
が
、
毎
回
参
加
し
て
き
た

私
の
記
憶
で
は
天
気
雨
の
時
が
一
、二
度
あ
っ
た
が
、
晴

れ
続
き
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
雨
は
は
じ
め
て
。
三
代
目
象

徴
天
皇
が
迎
え
る
で
あ
ろ
う
波
乱
の
時
代
を
予
測
さ
せ

る
天
候
。
右
翼
の
暴
力
的
介
入
に
は
、
警
察
は
や
ら
せ
放

題
の
警
備
を
と
ら
ず
、
近
づ
け
さ
せ
な
い
「
代
替
わ
り
」

状
況
下
の
警
備
。「
日
の
丸
」
を
手
に
「
非
国
民
」
騒
ぎ

を
繰
り
返
す
「
ネ
ッ
ト
右
翼
」
の
集
ま
り
は
、
一
時
期
に

比
べ
て
か
な
り
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

全
マ
ス
コ
ミ
が
大
々
的
に
注
目
し
た
新
天
皇
の
「
お
こ

と
ば
」。「
過
去
を
顧
み
、
深
い
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
再

び
戦
争
の
惨
禍
が
繰
り
返
さ
れ
な
い
こ
と
を
切
に
願
い

─
」
の
部
分
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
ア
キ
ヒ
ト
天

皇
の
時
代
を
ほ
ぼ
受
け
継
い
だ
こ
と
と
「
深
い
反
省
」
の

一
言
が
大
き
く
語
ら
れ
た
。

　

そ
こ
に
あ
る
の
は
ヒ
ロ
ヒ
ト
平
和
天
皇
の
思
い
を
よ

り
強
め
た
ア
キ
ヒ
ト
天
皇
、
そ
れ
を
継
承
す
る
ナ
ル
ヒ
ト

天野恵一

天
皇
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

　
「
こ
の
日
の
お
こ
と
ば
で
は
、
上
皇
さ
ま
が
戦
後
70
年

以
降
の
式
典
で
毎
年
繰
り
返
し
た
『
深
い
反
省
』
と
い
う

文
言
を
再
び
盛
り
込
む
な
ど
、
全
体
を
大
き
く
変
更
し
な

か
っ
た
。
象
徴
天
皇
制
を
研
究
す
る
河
西
秀
哉
・
名
古

屋
大
学
大
学
院
准
教
授
は
『
平
成
の
天
皇
の
思
い
を
評
価

し
、共
有
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
』
と
み
る
。
／
一
方
で
、

陛
下
自
身
の
考
え
や
思
い
が
垣
間
見
え
る
文
言
も
あ
っ

た
。
現
在
の
日
本
の
平
和
と
繁
栄
が
築
か
れ
た
要
因
と
し

て
、
上
皇
さ
ま
は
『
国
民
の
た
ゆ
み
な
い
努
力
』
を
あ
げ

て
い
た
が
、
陛
下
は
『
人
々
の
た
ゆ
み
な
い
努
力
』
と
言

い
換
え
た
。
河
西
氏
は
『
日
本
国
籍
を
持
つ
人
々
だ
け
で

な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
努
力
を
評
価
す
る
思
い
を
込
め

た
の
で
は
な
い
か
』
と
語
っ
た
」。

　

研
究
者
河
西
の
声
は
、『
東
京
新
聞
』（
８
／
15
）
に
も

あ
る
。

　
「
日
本
国
民
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
日
本
で
暮
ら
す
日

本
国
籍
を
持
た
な
い
人
も
含
め
て
『
人
々
』
と
い
う
言
葉

を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
時
代

に
、
国
際
派
の
新
し
い
天
皇
が
表
れ
て
い
る
と
思
う
」。

　

河
西
は
ど
う
や
ら
、
ナ
ル
ヒ
ト
天
皇
（
制
）
の
御
用
イ

デ
オ
ロ
ー
グ
の
ポ
ス
ト
を
手
に
入
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

　

私
は
集
会
タ
イ
ト
ル
通
り
、
天
皇
に
「
平
和
を
語
る
資

格
」
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
と
考
え
て
い
る
。
あ
の
植
民
地

支
配
と
侵
略
戦
争
の
最
高
責
任
者
は
絶
対
神
聖
ヒ
ロ
ヒ

ト
天
皇
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
歴
史
的
事
実

が
あ
り
、
そ
の
ヒ
ロ
ヒ
ト
天
皇
が
敗
戦
を
く
ぐ
っ
て
占
領

支
配
者
（
米
国
）
の
協
力
の
下
延
命
し
て
つ
く
ら
れ
た
の

が
象
徴
天
皇
制
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
象
徴
天
皇
制
は
戦
後

日
本
の
無
責
任
の
象
徴
と
し
て
う
み
だ
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
ま
っ
た
く
責
任
を
と
ら
な
か
っ
た
ヒ
ロ
ヒ
ト
天
皇
を

「
平
和
天
皇
」
と
称
え
て
即
位
し
た
の
が
ア
キ
ヒ
ト
天
皇

で
あ
り
、
そ
う
い
う
か
た
ち
で
〈
責
任
〉	を
も
制
度
と
し

て
継
承
し
た
ア
キ
ヒ
ト
天
皇
を
さ
ら
に
「
平
和
天
皇
」
と

い
う
ベ
ー
ル
を
か
ぶ
せ
て
称
え
、〈
責
任
〉
を
継
承
（
即
位
）

し
た
の
が
ナ
ル
ヒ
ト
天
皇
で
あ
る
。

　

平
和
を
つ
く
る
（
責
任
を
と
る
）
唯
一
の
方
法
は
天
皇

制
を
な
く
す
、
こ
と
で
し
か
な
い
。
植
民
地
支
配
・
侵
略

戦
争
責
任
に
時
効
な
ど
あ
り
え
ま
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
天

皇
が
天
皇
と
し
て
語
る
「
平
和
」
の
言
葉
は
、
侵
略
戦
争

責
任
を
隠
蔽
す
る
欺
瞞
の
言
葉
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
は
侵
略
戦
争
を
「
平
和
の
た
め
」
と
し
て
実
行
し
続

け
て
き
た
文
化
の
延
長
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

も
う
一
点
、
安
倍
首
相
の
九
条
明
文
改
憲
路
線
に
批
判

的
な
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
一
部
は
、
天
皇
の
「
深
い
反
省
」

の
言
葉
と
、
安
倍
首
相
の
「
謝
罪
」
の
言
葉
な
き
、
す
な

わ
ち
反
省
な
き
言
葉
を
対
比
さ
せ
、象
徴
天
皇
の
「
勅
語
」

（「
お
こ
と
ば
」）
を
、
ひ
た
す
ら
あ
り
が
た
い
も
の
と
し

て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
て
い
る
（
こ
れ
も
ア
キ
ヒ
ト
天

皇
と
安
倍
首
相
の
対
比
と
し
て
、
す
で
に
お
な
じ
み
の
パ

タ
ー
ン
の
継
承
で
あ
る
）。

　

そ
れ
は
公
然
た
る
ホ
ラ
吹
き
（
嘘
ま
み
れ
）
の
首
相
の

言
葉
の
方
が
、
天
皇
の
言
葉
よ
り
は
そ
れ
で
も
少
し
正
直

だ
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

私
た
ち
は
、
こ
の
式
典
や
そ
こ
で
の
「
お
言
葉
」
も
憲

法
上
許
さ
れ
て
い
る
「
国
事
行
為
」
で
す
ら
な
い
と
い
う

点
も
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

38

ア
キ
ヒ
ト
天
皇
の
「
平
和
」
を
継
承
し
た

　
「
国
際
派
」
天
皇
の
あ
り
が
た
い
「
勅
語
」
だ
と
さ
！

─
〈
壊
憲
天
皇
制
・
象
徴
天
皇
教
国
家
〉
批
判 

そ
の
４
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【
８
月
１
日
】

徳
仁
、
雅
子
、
愛
子
◆
静
養
の
た
め
、
静
岡
県

下
田
市
の
須
崎
御
用
邸
に
入
る
。

徳
仁
◆
第
１
９
９
臨
時
国
会
の
開
会
式
が
、
参

院
本
会
議
場
に
徳
仁
を
迎
え
て
行
わ
れ
る
。

明
仁
、
美
智
子
◆
東
京
都
港
区
の
サ
ン
ト
リ
ー

ホ
ー
ル
で
、「
Ｐ
Ｍ
Ｆ
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
」
の
公
演

を
鑑
賞
。

紀
子
◆
出
産
や
育
児
の
た
め
に
研
究
の
中
断
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
後
、
日
本
学
術
振
興
会
の
支

援
を
受
け
て
活
動
を
続
け
る
特
別
研
究
員
の
交

流
会
に
出
席
。

宮
内
庁
人
事
◆
外
務
省
国
際
法
局
社
会
条
約
官

の
中
原
直
人
が
侍
従
に
、
林
野
庁
国
有
林
野
部

業
務
課
長
補
佐
の
山
添
晶
子
が
皇
嗣
職
宮
務
官

に
異
動
。

【
８
月
３
日
】

「
表
現
の
不
自
由
展
」◆「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー

レ
２
０
１
９
」
の
実
行
委
員
会
が
、
企
画
全
体

の
中
止
を
決
め
た
。

【
８
月
５
日
】

徳
仁
、
雅
子
、
愛
子
◆
須
崎
御
用
邸
か
ら
帰
京
。

【
８
月
６
日
】

徳
仁
、雅
子
、愛
子
◆
広
島
原
爆
の
日
に
合
わ
せ
、

赤
坂
御
所
で
黙
と
う
。

明
仁
、
美
智
子
◆
平
和
記
念
式
典
の
様
子
を
テ

レ
ビ
で
見
な
が
ら
黙
と
う
。

【
８
月
７
日
】

雅
子
、
紀
子
、
華
子
、
信
子
、
久
子
◆
フ
ロ
ー

レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
記
章
の
授
与
式
に

出
席
。

【
８
月
８
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
「
皇
太
子
明
仁
親
王
奨
学
金
」

の
制
度
を
利
用
し
、
留
学
す
る
日
米
の
学
生
２

人
を
招
き
、
懇
談
。

【
８
月
９
日
】

徳
仁
、雅
子
、愛
子
◆
長
崎
原
爆
の
日
に
当
た
り
、

赤
坂
御
所
（
東
京
・
元
赤
坂
）
で
黙
と
う
。

明
仁
、
美
智
子
◆
平
和
祈
念
式
典
の
様
子
を
テ

レ
ビ
で
見
な
が
ら
黙
と
う
。

美
智
子
◆
宮
内
庁
が
、
美
智
子
が
早
期
の
乳
が

ん
と
診
断
さ
れ
た
と
発
表
。

【
８
月
13
日
】

徳
仁
◆
３
カ
国
語
の
勉
強
。

【
８
月
14
日
】

代
替
わ
り
◆
５
月
の
徳
仁
の
即
位
に
伴
っ
て
、

１
１
３
カ
国
の
元
首
ら
か
ら
、
徳
仁
に
祝
電
が

届
い
た
。

【
８
月
15
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
政
府
主
催
の
全
国
戦
没
者
追
悼

式
に
出
席
。

明
仁
、
美
智
子
◆
全
国
戦
没
者
追
悼
式
典
の
様

子
を
テ
レ
ビ
で
見
守
り
、
黙
と
う
し
た
。

靖
国
問
題
◆
安
倍
晋
三
首
相
が
、
東
京
・
九
段

北
の
靖
国
神
社
に
玉
串
料
を
「
私
費
」
で
奉
納
。

【
８
月
16
日
】

秋
篠
宮
、
紀
子
、
悠
仁
◆
ブ
ー
タ
ン
へ
の
「
私

的
旅
行
」
の
た
め
、
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
に
到
着
。

【
８
月
17
日
】

秋
篠
宮
、
紀
子
、
悠
仁
◆
ブ
ー
タ
ン
に
到
着
。

【
８
月
19
日
】

徳
仁
、
雅
子
、
愛
子
◆
「
静
養
」
の
た
め
、
東

北
新
幹
線
で
栃
木
県
入
り
。

秋
篠
宮
、
紀
子
、
悠
仁
◆
ブ
ー
タ
ン
の
首
都
テ
ィ

ン
プ
ー
に
あ
る
国
王
執
務
室
や
行
政
機
関
が
集

ま
る
建
物
を
訪
れ
、
ワ
ン
チ
ュ
ク
国
王
夫
妻
と

懇
談
。

裕
仁
◆
初
代
宮
内
庁
長
官
故
田
島
道
治
が
昭
和

天
皇
と
の
詳
細
な
や
り
と
り
を
記
録
し
た
「
拝

謁
記
」
が
公
開
さ
れ
る
。

【
８
月
20
日
】

秋
篠
宮
、
紀
子
、
悠
仁
◆
テ
ィ
ン
プ
ー
市
内
に

あ
る
公
立
学
校
を
訪
問
。

【
８
月
22
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
「
静
養
」
の
た
め
、
北
陸
新

幹
線
で
長
野
県
軽
井
沢
町
入
り
。
27
日
に
群
馬

県
草
津
町
へ
移
り
、
30
日
に
帰
京
す
る
。

【
８
月
23
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
軽
井
沢
町
で
、
戦
後
に
中
国

の
旧
満
州
か
ら
引
き
揚
げ
て
き
た
人
た
ち
が
入

植
し
た
大
日
向
開
拓
地
を
訪
れ
、
野
菜
畑
を
散

策
。

【
８
月
24
日
】

秋
篠
宮
、紀
子
、悠
仁
◆
「
私
的
旅
行
」
先
の
ブ
ー

タ
ン
か
ら
民
間
機
で
帰
国
の
途
に
就
く
。

眞
子
◆
「
第
36
回
全
国
高
校
生
の
手
話
に
よ
る

ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト
」
に
出
席
し
、
手
話
を

使
っ
て
あ
い
さ
つ
。

【
８
月
25
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
長
野
県
軽
井
沢
町
で
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
を
訪
れ
、
旧
知
の
人
々
と
交
流
し
た
。

秋
篠
宮
、
紀
子
、
悠
仁
◆
ブ
ー
タ
ン
へ
の
「
私

的
旅
行
」
を
終
え
帰
国
。

【
８
月
26
日
】

即
位
礼
◆
政
府
が
、徳
仁
の「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」

（
10
月
22
日
）
に
当
た
り
、
東
京
都
心
で
交
通
規

制
を
実
施
し
、
自
動
車
交
通
総
量
の
大
幅
な
抑

制
対
策
を
発
表
。

【
８
月
27
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
美
智
子
が
、「
草
津
夏
期
国
際

音
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
＆
フ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ル
」
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
、
ピ
ア
ノ
を
演
奏
。

【
８
月
28
日
】

徳
仁
、
雅
子
、
愛
子
◆
那
須
御
用
邸
か
ら
帰
京
。

即
位
礼
◆
安
倍
晋
三
首
相
が
、
ア
フ
リ
カ
西
部

ト
ー
ゴ
の
ニ
ャ
シ
ン
ベ
大
統
領
と
横
浜
市
で
会

談
。
徳
仁
の
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」
へ
の
出
席

を
要
請
。

【
８
月
29
日
】

即
位
礼
◆
徳
仁
の
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」（
10
月

22
日
）
に
関
し
、国
土
交
通
省
と
警
察
庁
が
、「
テ

ロ
対
策
」
の
一
環
と
し
て
、
皇
居
周
辺
を
飛
行

制
限
区
域
に
設
定
す
る
と
発
表
。

宮
内
庁
予
算
◆
宮
内
庁
が
、
２
０
２
０
年
度
予

算
の
概
算
要
求
で
、
２
１
５
億
円
（
19
年
度
当

初
予
算
比
10
・
６
％
減
）
を
計
上
す
る
。

【
８
月
30
日
】

天
皇
、
皇
族
◆
第
７
回
「
ア
フ
リ
カ
開
発
会
議
」

で
訪
日
中
の
各
国
首
脳
夫
妻
ら
を
招
い
た
茶
会

を
開
く
。

徳
仁
、
雅
子
◆
東
京
都
港
区
の
明
治
記
念
館
で
、

「
第
３
回
野
口
英
世
ア
フ
リ
カ
賞
」
の
授
賞
式
に

出
席
。

明
仁
、
美
智
子
◆
長
野
県
軽
井
沢
町
と
群
馬
県

草
津
町
で
の
「
静
養
」
を
終
え
、新
幹
線
で
帰
京
。

出
迎
え
、
見
送
り
◆
安
倍
晋
三
首
相
が
、
東
京
・

元
赤
坂
の
明
治
記
念
館
玄
関
で
徳
仁
、
雅
子
を

出
迎
え
。
玄
関
で
徳
仁
、
雅
子
を
見
送
り
。

8
月
1
日
〜
8
月
31
日



2019.9 ／ No.39● 10

今
、
ヤ
ス
ク
ニ
と
植
民
地
責
任
〜
第

14
回
キ
ャ
ン
ド
ル
行
動

 　

安
倍
は
、
徴
用
工
判
決
に
対
し
、「
安
全
か
つ

最
終
的
に
解
決
し
て
い
る
」、「
韓
国
が
国
際
法

を
破
っ
て
い
る
」
と
居
丈
高
な
態
度
を
と
っ
て

い
る
が
、
判
決
が
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
や

侵
略
戦
争
の
遂
行
に
直
結
し
た
日
本
企
業
の
徴

用
を
不
法
行
為
と
認
定
し
た
こ
と
に
は
触
れ
よ

う
と
し
な
い
。
今
年
の
「
キ
ャ
ン
ド
ル
行
動
」

で
は
、
安
倍
の
よ
う
に
、“
な
ぜ
加
害
者
が
被
害

者
ヅ
ラ
で
き
る
の
か
？
”
を
テ
ー
マ
に
開
催
し

た
。
今
年
の
八
月
一
〇
日
も
酷
暑
に
見
舞
わ
れ

た
が
、
三
〇
〇
人
近
い
参
加
者
が
集
ま
り
、
満

員
御
礼
で
会
場
通
路
に
座
る
人
も
ち
ら
ほ
ら
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ま
ず
、“
ヤ
ス
ク
ニ

ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
”
の
高
橋
哲
哉
さ
ん
（
東
京
大

学
）
が
、
日
本
の
植
民
地
主
義
が
現
在
も
続
い

て
い
る
こ
と
を
解
説
。
日
韓
の
資
料
調
査
か
ら

強
制
連
行
の
実
態
を
研
究
し
て
い
る
竹
内
康
人

さ
ん
は
、
日
韓
請
求
権
協
定
の
締
結
過
程
や
両

国
の
意
図
を
説
明
し
た
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
「
女
た
ち
の
戦
争
と
平
和
資
料
館
」
館

長
の
渡
辺
美
奈
さ
ん
は
、
戦
地
へ
移
送
さ
れ
て

敗
戦
後
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
植
民
地
の
女
性

た
ち
に
つ
い
て
触
れ
、
徴
用
工
裁
判
原
告
代
理

人
で
あ
る
金
世
恩
さ
ん
（
弁
護
士
）
は
、
徴
用

工
判
決
の
内
容
・
意
義
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

　

ま
た
、
昨
年
に
続
い
て
日
韓
の
若
者
が
討
論

す
る
企
画
も
あ
っ
た
。
竹
内
康
人
さ
ん
と
林
宰

成
さ
ん
（
徴
用
工
裁
判
原
告
代
理
人
）
の
報
告

を
受
け
、
徴
用
工
問
題
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い

若
者
も
疑
問
を
出
し
合
っ
た
。
日
韓
関
係
が
悪

化
し
て
い
る
理
由
を
共
有
し
、
未
来
に
向
か
っ

て
何
を
し
て
い
く
の
か
を
考
え
る
場
と
な
っ
た
。

コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
音
楽
を
通
し
て
連
帯
を
訴

え
た
ソ
ン
・
ビ
ョ
ン
フ
ィ
さ
ん
、
ハ
ン
・
チ
ュ

ン
ウ
ン
さ
ん
、
ジ
ン
タ
ら
ム
ー
タ
も
素
晴
ら
し

く
、
最
後
に
、
色
と
り
ど
り
の
ペ
ン
ラ
イ
ト
を

振
り
な
が
ら
キ
ャ
ン
ド
ル
デ
モ
を
や
り
抜
き
、

“
熱
い
一
日
”
を
終
え
た
。（

児
玉
啓
太
／
実
行
委
）

マ
ス
コ
ミ
を
意
識
的
に
利
用
し
た

〈
天
皇
教
〉
の
布
教
を
許
す
な
！

　

八
月
一
一
日
、
午
後
二
時
か
ら
ピ
ー
プ
ル
ズ

プ
ラ
ン
研
究
所
会
議
室
で
、「〈
平
成
代
替
り
を

問
う
〉
連
続
講
座　

第
Ⅱ
期
」
の
第
３
回
《
安

倍
政
権
に
よ
る
、
マ
ス
コ
ミ
を
意
識
的
に
利
用

し
た
〈
天
皇
教
〉
の
布
教
を
許
す
な
！
》
が
開

催
さ
れ
た
。
今
回
の
参
加
者
は
一
八
人
。

　

今
回
は
、
天
野
恵
一
さ
ん
・
松
井
隆
志
さ
ん
・

米
沢
薫
さ
ん
・
井
上
森
さ
ん
・
白
川
真
澄
さ
ん

が
問
題
提
起
を
し
、「
季
刊
ピ
ー
プ
ル
ズ
プ
ラ
ン

84
号
」
の
合
評
会
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
。

　

天
野
さ
ん
は
、
今
年
五
月
に
衆
議
院
と
参
議

院
で
新
天
皇
即
位
に
対
す
る
賀
詞
が
決
議
さ
れ

た
こ
と
に
関
し
て
、
自
身
の
書
い
た
「
衆
議
院

本
会
議
で
の
『
新
天
皇
即
位
の
賀
詞
』
と
憲
法

を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
批
評
等
を
資
料
と
し
て
、

三
〇
年
前
の
「
平
成
」
の
即
位
の
時
の
「
賀
詞
」

に
は
公
然
と
反
対
し
た
日
本
共
産
党
が
、
今
回

は
「
賀
詞
」
に
賛
成
し
、「
祝
意
を
押
し
つ
け
る
」

こ
と
に
加
担
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を

批
判
し
た
。

　

松
井
さ
ん
は
、
84
号
特
集
か
ら
、
自
身
の
担

当
記
事
や
そ
の
他
の
記
事
か
ら
抱
い
た
感
想
や

疑
問
を
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
た
。

　

米
沢
さ
ん
は
、「
象
徴
と
神
聖
性
」
と
し
て
、

ド
イ
ツ
で
の
「『
磔
刑
像
』
論
争
」
や
「
イ
ス
ラ

ム
の
女
性
ベ
ー
ル
論
争
」
を
通
し
て
、「
排
除
と

統
合
政
治
道
具
と
し
て
の
『
象
徴
』
：
踏
み
絵

的
機
能
」
と
い
う
視
点
等
で
話
を
さ
れ
た
。

　

白
川
さ
ん
は
、
84
号
の
企
画
を
「
今
回
の
特

集
は
国
家
の
宗
教
性
を
本
格
的
に
問
題
と
し
て

取
り
上
げ
た
」
と
し
て
、
近
代
国
家
が
、
君
主

が
い
な
い
場
合
も
建
国
の
神
話
や
象
徴
に
よ
っ

て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
統
合
を
図
る
と
い
う

共
通
点
等
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
。

　

井
上
さ
ん
は
、「
人
間
宣
言
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
か

ら
考
え
る
象
徴
天
皇
教
」
と
し
て
、「
象
徴
天
皇

制
の
『
純
文
学
』
と
『
大
衆
文
学
』」
と
い
う
視

点
か
ら
話
を
さ
れ
た
。

　

質
疑
応
答
も
含
め
、
今
回
の
講
座
は
三
時
間

近
く
に
及
び
、
大
変
有
意
義
な
も
の
と
な
っ
た
。

（
田
中
）

茨
城
国
体
今
昔
物
語

─
民
主
化
・

汚
職
・
新
天
皇

　

連
続
学
習
会
、
四
月
六
月
は
「『
国
民
体
育
大

会
の
研
究
』
を
読
む
（
前
後
篇
）」
と
し
て
権
学

俊
の
、
い
ま
だ
に
類
書
の
な
い
国
体
の
包
括
的

な
研
究
で
あ
る
同
書
を
読
ん
だ
。
教
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
の
大
変
多
い
本
だ
が
、
国
体
民
主
化
運

動
に
つ
い
て
は
か
な
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い

る
の
に
反
天
皇
制
運
動
と
し
て
の
国
体
反
対
運

動
に
は
ほ
ぼ
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
疑
問
は

残
る
。
三
回
目
が
八
月
一
一
日
に
つ
く
ば
の
竹

園
交
流
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
今
回
の
学
習
会

で
あ
る
。
当
日
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
誌
前
号

の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
欄
に
予
告
と
し
て
書
い

た
通
り
な
の
で
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
触
れ
な
い
。

茨
城
県
内
で
の
国
体
民
主
化
運
動
の
内
容
も
黒

ヘ
ル
も
結
局
調
べ
き
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。
竹

田
恒
和
馬
術
選
手
の
交
通
死
亡
事
故
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
今
後
も
引
き
続
き

調
べ
、
進
展
が
あ
れ
ば
ど
こ
か
で
報
告
し
た
い
。

　

国
体
民
主
化
運
動
が
消
滅
し
た
の
は
、
そ
の

主
要
な
担
い
手
だ
っ
た
自
治
体
職
員
や
教
員
へ

の
過
度
の
負
担
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
た
か
ら
だ

と
考
え
て
い
る
が
（
も
ち
ろ
ん
労
働
運
動
が
力

を
失
っ
た
こ
と
が
大
き
い
に
せ
よ
）、
で
は
そ

の
分
の
人
員
は
ど
こ
か
ら
集
め
ら
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
？
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
そ
の
穴
を
埋
め
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
、
検
証

で
き
て
は
い
な
い
。
か
つ
て
批
判
さ
れ
た
子
ど

も
た
ち
を
使
っ
た
マ
ス
ゲ
ー
ム
は
な
く
な
っ
た

も
の
の
、
国
体
ダ
ン
ス
な
る
も
の
が
ラ
ジ
オ
体

操
に
代
わ
っ
て
行
わ
れ
、
授
業
の
中
に
競
技
の

応
援
（
観
戦
）
が
組
み
込
ま
れ
て
も
い
る
。
以

前
よ
り
ソ
フ
ト
に
な
っ
た
も
の
の
国
体
は
国
体
、

天
皇
制
の
た
め
の
「
国
民
」
生
成
・
動
員
シ
ス

テ
ム
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

今
回
の
学
習
会
の
た
め
に
図
書
館
で
新
聞
の

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
閲
覧
し
た
が
、
あ
ら
た

め
て
同
時
代
の
資
料
に
あ
た
る
こ
と
の
大
切
さ

と
、
新
聞
報
道
の
限
界
も
痛
感
し
た
。
資
料
を

収
集
、
分
析
し
な
が
ら
自
分
た
ち
で
記
録
を
残

す
こ
と
の
重
要
性
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

が
、
そ
れ
は
私
た
ち
戦
時
下
の
現
在
を
問
う
講
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座
に
は
全
く
で
き
て
い
な
い
こ
と
な
の
だ
っ
た
。

う
ひ
ゃ
ー
。

　

参
加
は
九
名
。
次
は
い
よ
い
よ
九
月
二
八
日

開
会
式
当
日
の
茨
城
国
体
反
対
デ
モ
だ
！

（
加
藤
匡
通
／
戦
時
下
の
現
在
を
考
え
る
講
座
）

天
皇
に
平
和
を
語
る
資
格
な
し
！

８
・
15
行
動

　

今
年
は
終
わ
り
に
し
よ
う
天
皇
制
！
「
代
替

わ
り
」反
対
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
お
わ
て
ん
ね
っ
と
）

の
主
催
で
準
備
。
講
師
に
大
学
教
員
の
松
井
隆

志
さ
ん
を
迎
え
、
改
め
て
「
戦
後
」
に
つ
い
て

考
え
る
時
間
を
共
有
し
た
。

　

松
井
さ
ん
は
安
倍
政
権
と
象
徴
天
皇
制
に
つ

い
て
、「
戦
後
」
の
始
ま
り
は
一
章
・
九
条
の
「
抱

き
合
わ
せ
」
で
始
ま
り
、そ
の
後
も
憲
法
・
天
皇
・

安
保
体
制
は
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
、
そ
の
展
開

の
帰
結
と
し
て
現
在
の
安
倍
政
権
が
あ
り
、
戦

争
の
責
任
を
と
ら
な
い
戦
後
だ
か
ら
こ
そ
の「
天

皇
の
輝
き
」
が
あ
る
、
と
整
理
し
た
。
と
び
き

り
ひ
ど
い
と
誰
も
が
思
う
安
倍
だ
が
、
こ
こ
に

至
る
必
然
的
な
現
代
史
を
こ
の
社
会
が
作
っ
て

き
た
こ
と
、「
問
題
含
み
の
戦
後
」
の
始
ま
り
方

と
そ
の
歩
み
方
の
問
題
を
、
天
皇
制
存
置
が
何

を
も
た
ら
し
た
の
か
を
解
い
て
い
く
こ
と
で
読

み
進
め
る
。
そ
し
て
、
安
倍
政
権
が
と
り
わ
け

ひ
ど
い
と
い
う
こ
と
も
、
天
皇
が
そ
れ
を
後
押

し
し
て
い
る
と
い
う
実
態
に
つ
な
げ
て
い
く
こ

と
で
理
解
す
る
方
向
性
を
指
し
示
し
て
く
れ
た
。

そ
れ
ら
は
、「
憲
法
の
持
続
的
腐
食
」「
戦
争
責

任
追
及
の
不
徹
底
」「
大
衆
天
皇
制
を
前
提
と
し

た
ソ
フ
ト
な
国
民
統
合
」
で
説
明
さ
れ
、
私
た

ち
が
こ
れ
ま
で
主
張
し
て
き
た
問
題
と
も
つ
な

げ
ら
れ
て
い
き
、
わ
か
り
や
す
く
と
て
も
興
味

深
い
話
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
八
王
子
で
の
子
ど
も
の
天
皇
歓
迎

動
員
問
題
で
根
津
さ
ん
、
靖
国
神
社
で
の
南
京

代
虐
殺
抗
議
に
対
す
る
香
港
人
弾
圧
に
つ
い
て

和
仁
さ
ん
、
即
位
・
大
嘗
祭
違
憲
訴
訟
の
会
の

浅
野
弁
護
士
、
つ
く
ば
国
体
反
対
行
動
か
ら
加

藤
さ
ん
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
災
害
お
こ
と
わ
り
連

絡
会
の
鵜
飼
さ
ん
、
９
・
１
防
災
訓
練
抗
議
行
動

の
大
西
さ
ん
か
ら
発
言
。
最
後
に
お
っ
ち
ん
ズ

の
歌
で
空
気
満
杯
の
デ
モ
。
ひ
ど
い
土
砂
降
り

の
中
を
何
と
か
貫
徹
！

　

集
会
一
七
〇
名
、
デ
モ
三
〇
〇
名
の
参
加
。

（
Ｄ
子
）

8
月
10
日
（
土
）
●
平
和
の
灯
を
！
ヤ
ス
ク
ニ
の

闇
へ　

キ
ャ
ン
ド
ル
行
動
（
集
会
報
告
参
照
）

8
月
11
日
（
日
）
●
安
倍
政
権
に
よ
る
、
マ
ス

コ
ミ
を
意
識
的
に
利
用
し
た
〈
天
皇
教
〉
の

布
教
活
動
を
許
す
な
！
（
集
会
報
告
参
照
）

●
茨
城
国
体
今
昔
物
語
（
集
会
報
告
参
照
）　

8
月
14
日
（
水
）
●
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
メ
モ
リ

ア
ル
・
デ
ー

8
月
15
日
（
木
）
●
「
天
皇
に 

平
和
を
語
る 

資

格
な
し
」

─
国
家
に
よ
る
「
慰
霊
・
追
悼
」

反
対
行
動
（
集
会
報
告
参
照
）

8
月
20
日
（
火
）
●
い
つ
の
ま
に
か
監
視
さ
れ
て

い
る
私
た
ち
の
日
常

8
月
27
日
（
火
）
●
ア
キ
ヒ
ト
退
位
・
ナ
ル
ヒ
ト

即
位
問
題
を
考
え
る
練
馬
の
会　

第
５
回
学
習

会
「
皇
室
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
次
号
）

８
月
28
日
（
水
）
●
香
港
人
靖
国
抗
議
見
せ
し
め

弾
圧
第
７
回
公
判

8
月
31
日
（
土
）
●
天
皇
制
に
終
止
符
を
！
「
代

替
わ
り
」
で
考
え
る
「
天
皇
制
」
の
戦
争
責
任

（
次
号
）

［
学
習
会
報
告
］

伊
藤
智
永
『「
平
成
の
天
皇
」
論
』

（
講
談
社
現
代
新
書　

二
〇
一
九
年
）

　

本
書
は
「
代
替
わ
り
」
直
前
の
二
〇
一
九
年

四
月
二
〇
日
発
行
。
コ
ン
テ
ン
ツ
を
眺
め
る
限

り
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
は
じ
め
に　
「
旅
す

る
天
皇
」、
第
一
章
「
平
成
の
象
徴
再
定
義　

な
ぜ
天
皇
は
退
位
す
る
の
か
」、
第
二
章
「
退

位
政
局
は
続
く　

保
守
政
治
vs.
天
皇
の
深
層
」、

第
三
章
「
靖
国
神
社
参
拝
せ
ず　

政
治
化
し
た

神
職
ら
の
焦
り
」、
第
四
章
「
女
性
が
動
か
す

皇
室　

象
徴
を
作
り
受
け
継
ぐ
の
は
」、
第
五

章
「
改
元
政
治
と
尊
皇
長
州　

天
皇
制
を
め
ぐ

る
愛
憎
の
系
譜
」、
お
わ
り
に　
「
再
び
天
皇
制

と
政
治
と
は
」。

　

著
者
は
、
二
〇
一
六
年
八
月
八
日
の
明
仁
天

皇
（
当
時
）
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
「
深
く
」
読
み
解

き
な
が
ら
、
皇
太
子
時
代
か
ら
天
皇
即
位
、
退

位
ま
で
の
、
明
仁
と
美
智
子
に
よ
る
「
象
徴
」

再
定
義
の
言
動
に
つ
な
げ
て
い
く
。
も
ち
ろ

ん
「
深
く
」
読
み
解
く
こ
と
と
公
正
な
評
価

が
同
一
で
あ
る
わ
け
で
な
い
。
残
念
な
が
ら

本
書
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
著
者
の
思
い
入
れ

と
思
い
込
み
が
多
分
に
加
味
さ
れ
、
象
徴
天

皇
制
民
主
主
義
の
枠
を
強
化
す
る
言
論
の
一

つ
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ

た
。

　

著
者
は
各
章
に
お
い
て
、
政
府
や
宮
内
庁
、

神
社
本
庁
等
々
関
係
者
へ
の
取
材
な
ど
を
通

し
て
時
系
列
に
整
理
し
、
結
論
に
導
く
。
神

社
界
と
皇
室
の
関
係
な
ど
、
初
め
て
知
る
事

実
な
ど
面
白
く
も
あ
る
。
し
か
し
説
得
力
を

持
つ
か
の
よ
う
な
論
理
展
開
の
前
提
に
は
明

仁
・
美
智
子
に
よ
る
「
象
徴
の
再
定
義
」
賛

美
が
あ
り
、
最
終
的
に
こ
の
「
象
徴
天
皇
制
」

を
続
け
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の

か
、
と
読
者
に
迫
る
。
安
倍
政
権
・
右
派
を

批
判
す
る
度
に
明
仁
・
美
智
子
の
株
が
上
が

る
お
決
ま
り
の
流
れ
も
辛
い
。
現
在
の
象
徴

天
皇
制
を
理
解
し
押
し
進
め
る
た
め
の
論
理

展
開
に
、
学
習
会
で
は
つ
い
声
が
大
き
く
な

る
の
だ
っ
た
。

　

次
回
は
、
美
濃
部
達
吉
『
憲
法
講
話
』（
岩

波
文
庫
）。
ぜ
ひ
ご
参
加
を
！　
　
　
（
大
子
）
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開
催
中
●
朝
鮮
人
「
慰
安
婦
」
の
声
を
き
く

13
時
〜
18
時
（
月
・
火
・
休
日
休
館
）
／
Ｗ

Ａ
Ｍ　

女
た
ち
の
戦
争
と
平
和
資
料
館
（
地

下
鉄
早
稲
田
駅
）
／
主
催
：
同
館

9
月
8
日
（
日
）
●
関
東
大
震
災
96
周
年　

中

国
人
受
難
者
追
悼
式

11
時
〜
／
東
大
島
文
化
セ
ン
タ
ー
（
地
下

鉄
大
島
駅
）
／
主
催
：
関
東
大
震
災
中
国

人
虐
殺
を
考
え
る
集
い
実
行
委
員
会
（080-

1142-2515

）

●
み
ん
な
で
議
論
す
る
！
東
京
パ
ラ
ン
ピ
ッ

ク
！　

た
だ
し
、
ア
ン
チ

13
時
30
分
〜
／
ア
カ
デ
ミ
ー
茗
台
学
習
室

Ａ
（
地
下
鉄
茗
荷
谷
駅
ほ
か
）
／
北
村

小
夜
、
岡
崎
勝
／
主
催
：
２
０
２
０
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
災
害
お
こ
と
わ
り
連
絡
会

（info@
2020okotow

a.link

）

9
月
10
日
（
火
）
●
日
韓
関
係
を
破
壊
す
る
安

倍
政
権

18
時
〜
／
港
区
立
商
工
会
館
２
Ｆ
（
Ｊ
Ｒ
浜
松

町
駅
）
／
浅
井
基
文
／
主
催
：
重
慶
大
爆
撃
の

被
害
者
と
連
帯
す
る
会
・
東
京
、
村
山
談
話
を

継
承
し
発
展
さ
せ
る
会
（03-3501-5558

）

9
月
13
日
（
金
）
●
安
倍
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟

の
会
・
東
京　
「
総
会
と
映
画
上
映
の
集
い
」

の
お
知
ら
せ

18
時
30
分
〜
／
文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
４

Ｆ
シ
ル
バ
ー
ホ
ー
ル
（
地
下
鉄
後
楽
園
駅

ほ
か
）
／
映
画
「
靖
国
中
毒
」
ほ
か
／
主

催
：
安
倍
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
の
会
・
東
京

（noyasukuni2013@
gm

ail.com

）

9
月
14
日
（
土
）
●
全
都
反
弾
圧
闘
争

13
時
〜
／
千
駄
ヶ
谷
区
民
会
館
（
Ｊ
Ｒ
原
宿

駅
ほ
か
）
／
主
催
：
同
実
行
委
員
会
（03-

5575-6705

）

●
「
原
発
テ
ロ
」
対
策
と
は
、
本
当
は
、
ど
う

い
う
問
題
な
の
か
？

18
時
開
場
／
ス
ペ
ー
ス
た
ん
ぽ
ぽ
（
Ｊ
Ｒ
水

道
橋
駅
ほ
か
）
／
山
崎
久
隆
、
宮
崎
俊
郎

／
主
催
：
福
島
原
発
事
故
緊
急
会
議
（090-

1705-1297

国
富
）

９
月
17
日
（
火
）
●
朝
鮮
半
島
と
日
本
に
非
核
・

平
和
の
確
立
を
！
日
朝
国
交
正
常
化
交
渉
の

再
開
を
！ 

18
時
開
場
／
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー
３
Ａ
（
地

下
鉄
後
楽
園
駅
ほ
か
）
／
カ
ン
・
へ
ジ
ョ
ン
、

リ
・
ビ
ョ
ン
フ
ィ
、
和
田
春
樹
／
主
催
：
「
朝

鮮
半
島
と
日
本
に
非
核
・
平
和
の
確
立
を
！
」

市
民
連
帯
行
動
実
行
委
員
会
（03-3363-

7561
ピ
ー
ス
ボ
ー
ト
ほ
か
）

9
月
21
日
（
土
）
●
こ
こ
が
問
題
！
即
位
礼
・

大
嘗
祭

14
時
〜
／
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェP

ao

（
浜

松
市
中
区
野
口
町
）
／
新
孝
一
／
主
催
：
代

替
り
問
題
浜
松
講
座
（053-422-4810

）

9
月
22
日
（
日
）
●
た
ん
ぽ
ぽ
舎
30
周
年
記
念

の
集
い　

講
演
と
懇
親
会

13
時
15
分
開
場
／
ベ
ル
サ
ー
ル
神
保
町
３
Ｆ

（
地
下
鉄
神
保
町
駅
ほ
か
）
／
小
出
裕
章
ほ
か

／
主
催
：
た
ん
ぽ
ぽ
舎
（03-3238-9035

）

９
月
23
日
（
月
）
●
天
皇
代
替
わ
り
問
題
連
続

集
会　

代
替
わ
り
と
マ
ス
コ
ミ
報
道

13
時
30
分
〜
／
日
本
キ
リ
ス
ト
教
会
館
４
Ｆ

（
地
下
鉄
早
稲
田
駅
ほ
か
）
／
天
野
恵
一
／

主
催
：
Ｎ
Ｃ
Ｃ
靖
国
神
社
問
題
委
員
会
（03-

6302-1919

）

9
月
24
日
（
火
）
●
原
発
被
ば
く
労
災
あ
ら
か

ぶ
さ
ん
裁
判
第
13
回
口
頭
弁
論

13
時
30
分
〜
／
東
京
地
方
裁
判
所
１
０
３
号

法
廷
（
地
下
鉄
霞
ヶ
関
駅
ほ
か
）

9
月
25
日
（
水
）
●
即
位
・
大
嘗
祭
違
憲
訴
訟

第
4
回
口
頭
弁
論

14
時
30
分
〜
／
東
京
地
方
裁
判
所
１
０
３
号

法
廷
（
地
下
鉄
霞
ヶ
関
駅
ほ
か
）

9
月
28
日
（
土
）
●
茨
城
国
体
反
対
デ
モ　

天

皇
は
茨
城
に
来
る
な
！
天
皇
制
は
今
す
ぐ
廃

止
し
ろ
！
（
仮
）　

13
時
頃
常
磐
線
東
海
駅
近
辺
に
集
合
／
詳
細

は
要
連
絡
／
主
催:

戦
時
下
の
現
在
を
考
え

る
講
座
（090-8441-1457

加
藤
）

9
月
30
日
（
月
）
●
南
京
大
虐
殺
・
靖
国
に
抗

議
し
た
香
港
人
弾
圧
を
許
す
な
！
集
会

18
時
30
分
開
場
／
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー
２

Ａ
（
地
下
鉄
春
日
駅
ほ
か
）
／
辻
子
実
、
浅

野
史
生
／
主
催
：
12
・
12
靖
国
抗
議
見
せ

し
め
弾
圧
を
許
さ
な
い
会
（m

iseshim
e@

protonm
ail.com

）

10
月
6
日
（
日
）
●
Ｗ
Ａ
Ｍ
特
別
展
セ
ミ
ナ
ー

　

在
日
の
女
と
し
て
、
宋
神
道
さ
ん
と
出
会
う

14
時
〜
／
女
た
ち
の
戦
争
と
平
和
資
料
館（
地

下
鉄
早
稲
田
駅
ほ
か
）
／
朱
秀
子
／
主
催
：

同
館
（03-3202-4633

）

10
月
10
日
（
水
）
●
香
港
人
靖
国
抗
議
見
せ
し

め
弾
圧
判
決
公
判

13
時
30
分
〜
（
傍
聴
抽
選
締
め
切
り
13
時
）

／
東
京
地
方
裁
判
所
４
２
９
号
法
廷
（
地
下

鉄
霞
ヶ
関
駅
ほ
か
）

10
月
13
日
（
日
）
●
「
平
成
」
代
替
わ
り
を
問

う
連
続
講
座　
「
教
育
勅
語
」・「
日
の
丸
・
君

が
代
」
と
象
徴
天
皇
制 

14
時
開
場
／
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
研
究
所

（
地
下
鉄
江
戸
川
橋
駅
ほ
か
）
／
北
村
小
夜
、

田
中
聡
史
、
天
野
恵
一
／
主
催
：
同
研
究
所

（03-6424-5748

）

10
月
19
日
（
土
）
●
い
ら
ん
ば
い
！
天
皇
制

14
時
〜
／
福
岡
・
大
手
門
パ
イ
ン
ビ
ル
２
Ｆ

（
地
下
鉄
空
港
線
赤
坂
駅
ほ
か
）
／
脇
義
重
、

桜
井
大
子
／
主
催
：
天
皇
代
替
わ
り
を
問
う

九
州
山
口
連
絡
会
（070-5564-7679

）

10
月
19
日
（
土
）
〜
22
日
（
火
）
●
テ
ン
ト
芝

居
公
演
・
二
つ
三
つ
の
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
物
語

　

デ
ク
ウ
ー
ボ
黙
示
録
（
仮
）

17
時
30
分
開
場
／
矢
川
上
公
園
（
Ｊ
Ｒ
矢
川

駅
ほ
か
）／
野
戦
之
月（090-8048-4548

）

10
月
27
日（
日
）●
差
別
・
排
外
主
義
を
許
す
な
！

新
宿A

C
TIO

N

14
時
集
合
・
15
時
デ
モ
出
発
／
ア
ル
タ
前
（
Ｊ

Ｒ
ほ
か
新
宿
駅
）
／
主
催
：
差
別
・
排
外
主

義
に
反
対
す
る
連
絡
会

10
月
29
日
（
火
）
●
ア
キ
ヒ
ト
退
位
・
ナ
ル
ヒ

ト
即
位
問
題
を
考
え
る
練
馬
の
会　

第
６
回

学
習
会
「
即
位
礼
・
大
嘗
祭
を
め
ぐ
っ
て
」

18
時
15
分
開
場
／
練
馬
区
立
厚
生
文
化
会
館

地
下
大
会
議
室
（
西
武
池
袋
線
ほ
か
練
馬

駅
）
／
中
島
三
千
男
／
主
催
：
同
会
（090-

5208-5803

池
田
）

●
ま
だ
続
い
て
い
る
暑
さ
と
、
メ
デ
ィ
ア
の
偏
っ

た
報
道
に
、
か
な
り
ウ
ン
ザ
リ
し
て
い
る
今
日

こ
の
ご
ろ
。
な
か
な
か
活
動
に
参
加
で
き
な
い

の
が
歯
が
ゆ
い
よ
ぉ
。
さ
ぁ
！　

今
日
は
早
く

作
業
終
わ
っ
た
ね
。
ご
飯
だ
！　

ビ
ー
ル
だ
！

（
黒
貂
）


